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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メダル投入口と、該メダル投入口から投入されたメダルが流下するメダル流下路と、該
メダル流下路を流下するメダルを検出するメダル検出器と、を備え、
　前記メダル検出器は、
　発光部と、前記発光部から発せられた光を受光する受光部と、を前記メダル流下路を挟
んで対向して備え、
　前記メダル流下路を流下するメダルによって前記発光部と前記受光部との間の光路が遮
られることに基づいて、投入されたメダルを検出する遊技機において、
　前記発光部は、発光素子と、前記発光素子から発せられた光のうち特定の偏光を有する
光のみを透過する第１偏光板と、前記第１偏光板を透過した光の偏光軸を変化させる第１
液晶素子と、を備え、
　前記受光部は、特定の偏光を有する光のみを透過する第２偏光板と、前記第２偏光板を
透過した光を受光する受光素子と、前記第１液晶素子によって変化した光の偏光軸を前記
第２偏光板を透過する偏光軸に変化させる第２液晶素子と、を備え、
　さらに、前記第１液晶素子と前記第２液晶素子とを同期して制御する同期制御手段を備
える遊技機。
【請求項２】
　前記同期制御手段は、前記受光部が前記発光部から発せられた光を受光するときには、
前記第１液晶素子が透過する光の偏光軸の変化量に対応させて、前記第２液晶素子も透過
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光の偏光軸を変化させるように、前記両液晶素子を同期して制御する請求項１に記載の遊
技機。
【請求項３】
　前記同期制御手段は、
　乱数的タイミングの信号を発生する乱数化手段を備え、
　前記乱数化手段によって発生した乱数的タイミング信号に基づいて、前記第１液晶素子
を透過する光の偏光軸を変化させるとともに、前記第１液晶素子を透過する光の偏光軸の
変化量に対応させて前記第２液晶素子を透過する光の偏光軸を変化させることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関し、特に、遊技者がメダルを投入することによって遊技が行われ
るスロットマシン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今般、遊技機には遊技球を投入して遊技を行うパチンコ遊技機と、遊技メダルを投入し
て遊技を行うスロットマシン遊技機とが存在する。これらの遊技機は、遊技媒体（遊技球
、遊技メダル）を投入することによって、遊技が開始する、この遊技媒体の検出には光セ
ンサが用いられている。例えば、特許文献１には、発光素子からの光を打球が遮ることに
よって球の通過を検出する球検出器が提案されている。
【０００３】
　スロットマシン遊技機は、メダル投入部より遊技者がメダルを投入して賭操作（ベット
操作）を行うことによって遊技が開始する。メダル投入部より投入された遊技メダルは、
メダル検出部によって検出される。メダル検出部には、光センサが設けられており、二つ
の光センサの検出信号によって上流から下流方向に流下するメダルを検出している。
【０００４】
　また、メダル投入部からはさまざまな異物が挿入されメダル検出部を誤動作させようと
する不正行為が後を絶たず、さまざまな解決方法が提案されている。例えば、特許文献２
には、メダル引き抜き操作や特殊器具の挿入による不正をより確実に判別できるようにし
たメダル識別機が記載されている。
【特許文献１】特開平１－４３２８６号公報
【特許文献２】特開２００２－６５９５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した、従来の遊技機では、メダル投入口から挿入された発光素子を制御して、フォ
トセンサを誤動作させる不正行為が行われている。
【０００６】
　具体的には、２つのフォトセンサを遮光した上で、対応する受光部に向けてメダル通過
時の遮光パタンでＬＥＤを点滅させることで、フォトセンサを誤動作させる。また、不正
なＬＥＤ発光を検出して警報を報知する対策を行っても、液晶シャッタを用いてフォトセ
ンサの発光部からの赤外光を遮光して、フォトセンサを誤動作させるものもある。
【０００７】
　このような不正行為によると短時間に大量のメダルを得ることができ、従業員による不
正行為の発見が困難となっている。特に、スロットマシン遊技機では、５０枚までのメダ
ルをクレジットすることができることから、１回の所作で極めて短時間にメダル５０枚分
の誤動作が可能になり、遊技場の損害が拡大している。
【０００８】
　このため、メダル検出を厳密にしてセキュリティを強化することが求められるが、スロ
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ットマシン遊技機では、短時間に多量のメダルを検出する必要があり、検出速度が低下し
ては、遊技者が快適に遊技することができない。特に、快適に長時間の遊技を行うために
は、メダル投入操作のわずらわしさは遊技者の興趣の低下を招き、投入操作に時間を要す
れば、遊技回数が減少し遊技場の売り上げにも影響を及ぼす。
【０００９】
　本発明は、メダルの検出速度を低下させることなく、フォトセンサの誤動作による不正
行為を排除することができる遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の発明は、メダル投入口と、該メダル投入口から投入されたメダルが流下するメダ
ル流下路と、該メダル流下路を流下するメダルを検出するメダル検出器と、を備え、前記
メダル検出器は、発光部と、前記発光部から発せられた光を受光する受光部と、を前記メ
ダル流下路を挟んで対向して備え、前記メダル流下路を流下するメダルによって前記発光
部と前記受光部との間の光路が遮られることに基づいて、投入されたメダルを検出する遊
技機において、前記発光部は、発光素子と、前記発光素子から発せられた光のうち特定の
偏光を有する光のみを透過する第１偏光板と、前記第１偏光板を透過した光の偏光軸を変
化させる第１液晶素子と、を備え、前記受光部は、特定の偏光を有する光のみを透過する
第２偏光板と、前記第２偏光板を透過した光を受光する受光素子と、前記第１液晶素子に
よって変化した光の偏光軸を前記第２偏光板を透過する偏光軸に変化させる第２液晶素子
と、を備え、さらに、前記第１液晶素子と前記第２液晶素子とを同期して制御する同期制
御手段を備える。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明において、前記同期制御手段は、前記受光部が前記発光部か
ら発せられた光を受光するときには、前記第１液晶素子が透過する光の偏光軸の変化量に
対応させて、前記第２液晶素子も透過光の偏光軸を変化させるように、前記両液晶素子を
同期して制御する。
【００１３】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、前記同期制御手段は、乱数的タイミング
の信号を発生する乱数化手段を備え、前記乱数化手段によって発生した乱数的タイミング
信号に基づいて、前記第１液晶素子を透過する光の偏光軸を変化させるとともに、前記第
１液晶素子を透過する光の偏光軸の変化量に対応させて前記第２液晶素子を透過する光の
偏光軸を変化させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　第１から第３の発明では、発光部に特定の偏光を有する光のみを透過する第１偏光板と
、前記第１偏光板を透過した光の偏光軸を変化させる第１液晶素子とを備え、受光部に特
定の偏光を有する光のみを透過する第２偏光板と、前記第２偏光板を透過した光を受光す
る受光素子と、前記第１液晶素子によって変化した光の偏光軸を前記第２偏光板を透過す
る偏光軸に変化させる第２液晶素子とを備え、前記第１液晶素子と前記第２液晶素子とを
同期して制御するので、液晶シャッターを用いてフォトセンサを誤動作させる不正行為を
排除することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の第１の実施の形態の遊技機（パチスロ機）の構成を示す正面図である
。
【００２４】
　本実施の形態の遊技機１は、左側に蝶番を有し、この蝶番を軸として片開き形式に開閉
自在な前面パネル２を備えている。この前面パネル２の背部には、可変表示装置（変動表
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示装置）を構成する３個のリール（可変表示部）４ａ、４ｂ、４ｃが回転自在な状態で横
に並んで配置されている。各リール４ａ～４ｃの外周面には、複数種類のシンボル（図柄
）からなる図柄列が表記されている。リール４ａ～４ｃはリール駆動部によって駆動され
、互いに独立に回転するようになっている。このリール駆動部は、例えば、ステッピング
モータ（４Ｍａ、４Ｍｂ、４Ｍｃ、図２参照）から構成されている。本実施の形態の遊技
機は、リール４ａ～４ｃの回転によって可変表示ゲームが行われ、前記可変表示の停止結
果が有効ライン上において所定の停止表示態様（所定の図柄組合せ態様）となることに関
連して所定の遊技価値を遊技者に付与する。
【００２５】
　前面パネル２の上部の略中央には、リール４ａ～４ｃの回転によって可変表示（変動表
示）される図柄を遊技者に視認させるための表示窓部２０が設けられている。リール４ａ
～４ｃが停止している状態で、表示窓部２０からリール４ａ～４ｃの外周面に表記された
図柄列のうち３個の図柄がそれぞれ視認可能となっている。つまり、リール４ａ～４ｃが
停止した状態で表示窓部２０には合計９個の図柄が視認できる。
【００２６】
　表示窓部２０の上方には、補助ゲームが実行されたり、可変表示ゲームに関連して演出
表示、情報表示を行う補助表示装置５が設けられている。この補助表示装置５は表示制御
装置３５（図２参照）によって制御され、表示内容を可変する。
【００２７】
　表示窓部２０の左側方には、メダルの賭数（ベット数）に対応して有効化されたベット
ライン（有効ライン）を表示するベットライン表示部１３が設けられている。メダルのベ
ット数とは、遊技者が遊技のために投入したメダルの数、又は、予め遊技者が投入したメ
ダルの記憶数（クレジット数）から減算され、遊技に使用されるメダルの数である。なお
、遊技を開始するために遊技者がメダルを投入したり、記憶数から減算したりする操作を
ベットという。
【００２８】
　ベットライン表示部１３は、例えば、ベット数が１枚のときは、ベットライン表示部１
３の「１」のランプだけが点灯して、中段の横ラインだけが有効ラインであることを示す
。ベット数が２枚のときは、ベットライン表示部１３の「１」と「２」のランプが点灯し
て、上段、中段、下段の３本の横ラインが有効ラインであることを示す。ベット数が３枚
のときは、ベットライン表示部１３の「１」「２」「３」の全てのランプが点灯して、３
本の横ラインと右下がり、右上がりの２本の斜めラインの合計５ラインが有効ラインであ
ることを示す。
【００２９】
　表示窓部２０の右側方には、遊技状態を表示する遊技状態表示部１４が設けられている
。遊技状態表示部１４は、遊技可能な状態であることを示し、リプレイ入賞を獲得したこ
と及び現在行っている遊技がリプレイ入賞後のリプレイゲームであることを示す「ＲＥＰ
ＬＡＹ」表示、遊技者がメダルを投入してスタートレバーを操作してからリールの回転が
開始するまで待ち時間があることを示す「ＷＡＩＴ」表示、メダルの投入を促す「ＩＮＳ
ＥＲＴ　ＭＥＤＡＬＳ」表示によって構成される。
【００３０】
　表示窓部２０の下方には、遊技者が入賞を確定してメダルを獲得したときの払出枚数を
表示する払出数表示部８、ＡＴ状態中、ビッグボーナス（ＢＢ）状態中又はレギュラーボ
ーナス（ＲＢ）状態中の残りゲーム回数等を表示する遊技進行表示部１１、メダルのクレ
ジット数を表示するクレジット数表示部１２が設けられている。これらの表示部８、１１
、１２には、７セグメントのＬＥＤや液晶ディスプレイ等を用いる。
【００３１】
　前面パネル２の上部には、透光性を有する前面カバー部材２５が装着され、この前面カ
バー部材２５の背部には、ランプやＬＥＤ等からなる装飾表示部３７（図２参照）やスピ
ーカ等からなる音声発生部等が配設されている。



(5) JP 4224003 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

【００３２】
　また、前面パネル２の上半部と下半部の中間にある傾斜台部２２には、メダルを投入す
るメダル投入口１５が配設され、遊技者はこの投入口にメダルを投入することにより遊技
ができるようになっている。
【００３３】
　また、傾斜台部２２には、押圧操作によってクレジットしたメダルを１枚ずつベット可
能な１ベットボタン（１ベットスイッチ）１０と、１回の押圧操作によって最大ベット可
能枚数だけメダルがベットされるマックスベットボタン（ＭＡＸベットスイッチ）９が設
けられている。このマックスベットボタン９を操作すると、例えば、メダルがベットされ
ていないときには３枚メダルがベットされ、メダルが１枚ベットされているときは、さら
に２枚のメダルがベットされる。これらベットボタン９、１０により、メダル投入口１５
よりメダルを投入することなく、クレジット数表示部１２に表示されているクレジット数
以内でメダルをベットすることができ、このベット数に応じて有効ラインが設定される。
【００３４】
　前面パネル２の下部には矩形状の化粧パネル１９が設けられている。化粧パネル１９の
上方には、メダルをクレジットとして記憶可能なクレジット状態と、メダルをクレジット
として記憶不能な非クレジット状態の何れか一方の状態に選択的に切換可能なクレジット
選択ボタン（クレジット選択スイッチ）１８、リール４ａ～４ｃの回転を開始させるため
のスタートレバー（スタートレバースイッチ）６が設けられている。よって、クレジット
選択ボタン１８によってクレジット状態から非クレジット状態に切り替えられると、クレ
ジット数はクリアされ、クレジット数に相当するメダルが受皿２３に排出される。
【００３５】
　また、化粧パネル１９の上方には、メダル返却ボタン１６が設けられている。メダル返
却ボタン１６を操作することによって、メダル流下路内のメダル詰まり時に、メダルが受
皿２３に返却される。
【００３６】
　また、化粧パネル１９の上方には、リール４ａ～４ｃの回転を停止させ、停止図柄を導
出させるためのリール停止ボタン（リール停止スイッチ）７ａ、７ｂ、７ｃが設けられて
いる。リール停止ボタン７ａ～７ｃが操作されると、各スイッチに対応したリール４ａ～
４ｃが回転を停止する。
【００３７】
　各リール停止ボタン７ａ～７ｃには、リール停止ボタンを発光させることでリール停止
ボタンが操作可能な状態であることを報知する操作情報ランプが内蔵されている。これら
の操作情報ランプが点灯していない間はリール停止ボタン７ａ～７ｃが操作不能となり、
操作情報ランプが点灯している間はリール停止ボタン７ａ～７ｃが操作可能となるように
制御される。よって、操作情報ランプが点灯していない間はリール停止ボタン７ａ～７ｃ
を操作してもリール４ａ～４ｃの回転は停止しない。また、操作情報ランプの点灯色によ
って、リール停止ボタン７ａ～７ｃが操作可能であるかを報知するようにしてもよい。
【００３８】
　また、化粧パネル１９の左右両側方には、透光性を有する前面カバー部材２４が装着さ
れている。この前面カバー部材２４の背部には、ランプやＬＥＤ等からなる装飾表示部３
７（図２参照）が配設されている。
【００３９】
　また、化粧パネル１９の下方には、前面パネル２の背部にあるメダル払出部３（図２参
照）より払出されたメダルを貯留可能な受皿２３や、灰皿２１が設けられている。
【００４０】
　図２は、本発明の第１の実施の形態の遊技機の制御系の一部を示すブロック図である。
【００４１】
　本遊技機の制御系統は、遊技機内部に配置される遊技制御装置５０を主要な構成要素と
している。遊技制御装置５０は、遊技の総括的制御（遊技進行の制御処理及び各被制御機
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器の制御）を行う制御装置で、ＣＰＵ５１、ＲＯＭ５２、ＲＡＭ５３及びインターフェー
ス（Ｉ／Ｆ）５４を備えている。
【００４２】
　ＣＰＵ５１は、制御部、演算部を備え、遊技制御のための各種演算制御を行う他、予め
定められている特別の図柄組み合わせ態様が主ゲームにおいて形成されるようにリール４
ａ～４ｃを停止させることを許可するか否かを決定する内部抽選用の乱数を生成して内部
抽選を行う。内部抽選における各入賞の当選確率は遊技媒体の賭数により変更され、賭数
が多いほど当選確率が高くなるように制御している。なお、ＣＰＵ５１のソフトウェア処
理によって内部抽選用乱数を生成する代わりに、遊技制御装置５０に乱数を発生する乱数
発生器を設け、該乱数発生器から出力される乱数を内部抽選用の乱数として用いて内部抽
選を行うようにしてもよい。
【００４３】
　この内部抽選の結果（入賞フラグの成立／未成立）は、サブ制御手段としての演出制御
装置６０を介して表示制御装置３５に送信され、前記抽選結果に基づいて補助表示装置５
の補助ゲームが制御される。補助ゲームが実行される確率も遊技媒体の賭数が多いほど確
率が高くなるようにして、内部抽選の結果に応じて補助ゲームを適当な頻度で実行できる
ようにしてもよい。なお、この補助ゲームを実行するか否かを決定する抽選は、ＣＰＵ５
１で行うこともできるが、サブ制御手段としての演出制御装置６０で行ってもよい。
【００４４】
　ＲＯＭ５２には、制御処理を実行するためのプログラムや制御データ（例えば、内部抽
選用の判定値）が格納されている。ＲＡＭ５３はＣＰＵ５１で生成される内部抽選用の乱
数の記憶領域や、その他の各種データ（例えば、メダルのクレジット数、メダルの賭数、
成立フラグなど）を一時的に記憶する記憶領域及びＣＰＵ５１の作業領域を備えている。
また、ＲＡＭ５３には、ＣＰＵ５１の動作に必要なデータが一時的に記憶されるワークエ
リアが設けられる。
【００４５】
　入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）５４は、図示しないローパスフィルタやバッファゲ
ートを介して、メダル検出センサ７４、７５、スタートレバースイッチ６、各リール停止
ボタン７ａ～７ｃ、リール位置検出センサ３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、ベットスイッチ９、
１０、クレジット選択スイッチ１８、払い出しメダル検出センサ３ａ、確率設定装置３２
、リセットスイッチ３３及び前面枠開放検出スイッチ３４から入力される信号を、ＣＰＵ
５１に対して出力している。
【００４６】
　メダル検出センサ７４、７５は、メダル投入口１５より投入されたメダルを検出するセ
ンサである。スタートレバースイッチ６は、スタートレバーが操作されたことを検出する
スイッチである。リール停止スイッチ７ａ～７ｃは、リール停止ボタンに各々設けられ、
各リール停止ボタンが操作されたことを検出するスイッチである。リール停止ボタンの操
作が、リール停止スイッチ７ａ～７ｃによって検出されると、各々対応したリール４ａ～
４ｃの回転が停止する。リール位置検出センサ３１ａ～３１ｃは、リール４ａ～４ｃ毎に
各々設けられ各リール４ａ～４ｃの停止位置を検出するセンサである。
【００４７】
　１ベットスイッチ１０は、１ベットボタンが押されたことを検出するスイッチである。
マックスベットスイッチ９は、マックスベットボタンが押されたことを検出するスイッチ
である。クレジット選択スイッチ１８は、クレジット選択ボタンが押されたことを検出す
るスイッチである。払い出しメダル検出センサ３ａは、メダル払出部３から払い出された
メダルを計数するために、メダルの払出枚数を検出するセンサである。リセットスイッチ
３３は、遊技機の遊技状態を初期化するスイッチである。前面枠開放検出スイッチ３４は
、前面パネル２が開放されたことを検出するスイッチである。
【００４８】
　確率設定装置３２は遊技機の設定を切り替える装置で、遊技機１の裏面側に設けられる
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。この設定は入賞フラグの成立する確率が異なる１～６の設定が用意されており、設定１
の入賞フラグの成立確率が一番低く、設定値が大きくなるにつれ入賞フラグの成立確率は
高くなるように切り替えることができる。
【００４９】
　また、入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）５４は、ＣＰＵ５１から出力される制御信号
を、図示しない出力ポートやドライバを介して、演出制御装置（サブ制御手段）６０、遊
技進行表示部１１、ベットライン表示部１３、クレジット数表示部１２、払出数表示部８
、遊技状態表示部１４、装飾表示部３７、メダル払出部３、リール用モータ４Ｍ（４Ｍａ
～４Ｍｃ）、外部信号出力部３８等に出力している。
【００５０】
　このメダル払出部３は払出手段として機能し、リールの停止位置の検出結果に基づいて
、入賞に対応する停止表示態様が有効ライン上に形成されているときに、遊技制御装置５
０から出力される払出指令信号によって制御され、所定数の遊技媒体（メダル）を受皿２
３に払い出す。
【００５１】
　ホッパモータ３Ｍは、メダル払出部３に設けられており、ホッパモータ３Ｍの動作によ
って、メダル払出部３からメダルが排出される。
【００５２】
　サブ制御装置としての演出制御装置６０は、制御用ＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭを備えて
おり、補助ゲームの演出に関わる情報表示や音出力等を統括して制御する。例えば、投入
メダル検出センサ７４、７５、１ベットスイッチ１０又はマックスベットスイッチ９の何
れかからの検出信号により賭入力（ベット）が検出されることに伴い、遊技制御装置５０
から送信される賭入力情報を受信することに基づいて、補助表示装置５で演出表示される
補助ゲームに関する制御処理や、音出力装置２６から出力される補助ゲームに対応した音
に関する制御処理等を行い、その制御処理に応じて表示制御信号を表示制御装置３５に送
信し、音制御信号を音制御装置３６に送信する。
【００５３】
　また、演出制御装置６０は、特定入賞が獲得され派手な演出が行われている特定遊技状
態中に、一定時間ゲームが実行されなければ補助表示装置５の演出表示や音出力部２６か
らの出力を小さくしたり停止させたりする制御等も行う。
【００５４】
　表示制御装置３５は、表示制御用ＣＰＵおよびＲＡＭ、情報表示データを記憶するＲＯ
Ｍ等で構成され、演出制御装置６０から送信された制御信号に基づいて、後述する補助ゲ
ームを構成する演出情報（演出パターン）を補助表示装置５に送信して表示させる。
【００５５】
　音制御装置３６は、音制御用ＣＰＵおよびＲＡＭ、効果音データを記憶するＲＯＭ、お
よびアンプ等で構成され、演出制御装置６０から送信された音制御信号に基づいて音出力
部２６から遊技状態に対応した効果音や前記補助ゲームに応じた所定の演出音を出力させ
る。
【００５６】
　また、遊技制御装置５０と演出制御装置６０との通信は遊技制御装置５０から演出制御
装置６０への単方向にのみ制御信号が送信されるような通信形態となっていて、遊技制御
装置５０への不正な信号が入力されるのを防止している。
【００５７】
　外部信号出力部３８からは、稼働状況に関する各種情報（メダルの投入や払出しに関す
る信号や、ＢＢ状態或いはＲＢ状態であることを示す信号等）を外部（遊技店の管理装置
等）に対して出力可能となっている。また、各入賞フラグの成立に関連する情報等を含む
テスト用のデータ（検査用のデータ）も外部に出力可能となっている。
【００５８】
　遊技機の電源装置（図示省略）は、電源回路のほかに、バックアップ電源部と停電監視
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回路とを備えている。停電監視回路は、電源装置の所定の電圧降下を検出すると、遊技制
御装置５０、演出制御装置６０等に対して停電検出信号とリセット信号とを順に出力する
。遊技制御装置５０は、停電検出信号を受けると所定の停電処理を行い、リセット信号を
受けるとＣＰＵの動作を停止する。バックアップ電源部は遊技制御装置５０のＲＡＭ５３
等にバックアップ電源を供給して、遊技データ（遊技情報、遊技制御情報）等に関する記
憶内容を保持させる。
【００５９】
　図３は、本発明の第１の実施の形態の遊技機の前面パネル２の裏面図である。
【００６０】
　前面パネル２の裏面側中央部には、メダル投入口１５から投入されたメダルを検出する
メダルセレクタ７０が設けられている。
【００６１】
　メダル投入口１５から投入されたメダルは、メダルセレクタ内のメダル流下路を流下し
て、メダル排出口から排出され、メダル払出部３のメダル貯留槽に集められる。
【００６２】
　図４は、本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダルセレクタ７０の正面図である。
【００６３】
　メダル投入口１５から投入されたメダルは、メダルセレクタ７０の上部に設けられたメ
ダル流入口７１からメダルセレクタ７０内に流入する。そして、メダルセレクタ７０内を
ガイドレール７３によって構成されるメダル流下路に沿って流下して、メダル排出口７２
から排出され、メダル払出部３のメダル貯留槽に集められる。
【００６４】
　メダルセレクタ７０内には、メダル検出センサＡ７４、及び、その下流にメダル検出セ
ンサＢ７５が設けられている。メダル検出センサ７４、７５は、共に、発光部と受光部と
を有し、該発光部と受光部との間の光路を流下するメダルが遮ることによって、メダルを
検出し、所定レベルの信号を出力する。なお、本実施形態ではメダル検出センサ７４、７
５からは、Highレベル信号が出力されるが、Lowレベル（負論理）の信号を出力してもよ
い。
【００６５】
　また、メダルセレクタ７０内のメダル検出センサＡ７４の上流側には、メダルブロッカ
ー７６が設けられている。メダルブロッカー７６が動作すると、メダルの検出前に、投入
されたメダルをメダルセレクタ７０の途中から排出する。メダルブロッカー７６の作動に
よって排出されたメダルは、遊技機下部の払出口から受皿２３に排出される。
【００６６】
　また、前述したメダル返却ボタン１６を操作することによって、メダル流下路の一側壁
が開放し、メダル流下路に停留しているメダルを下方に落下させ、受皿２３に排出する。
【００６７】
　図５は、本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５によるメダ
ルの検出のタイミング図である。
【００６８】
　前述したように、発光部１０１と受光部１０２との間の光路をメダルが遮ることによっ
て、メダル検出センサ７４、７５はHighレベル信号を出力する。
【００６９】
　メダルセレクタ７０内を流下するメダルは、まず、メダル検出センサ７４の光路を遮る
。その後、メダルは、メダル検出センサ７５の光路を遮る。よって、メダル検出センサ７
４による検出タイミングと、メダル検出センサ７５による検出タイミングには時間差が生
じる。
【００７０】
　また、メダル検出センサ７４、７５は、メダルの直径より近接した間隔で設けられてい
るので、両センサ共にメダルを検出している重複検出時間が存在する。



(9) JP 4224003 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

【００７１】
　メダル検出センサ７４、７５からの信号は、遊技制御装置５０に入力される（図２参照
）。遊技制御装置５０のＣＰＵ５１は、メダル検出センサ７４、７５からの信号によって
、メダルの検出順序及び検出時間を特定する。そして、メダルの検出順序及び検出時間が
特定のパターンに合致しているか否かによって、メダルが投入されたことを判定する。
【００７２】
　図６は、本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロック
図である。
【００７３】
　メダル検出センサＡ７４及びメダル検出センサＢ７５は同一の構成を有する。
【００７４】
　メダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオードによって構成された発光部１０１と、
発光部１０１に対向する位置に設けられ、フォトダイオードによって構成された受光部１
０２を有する。図示したように、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間
にメダルが存在すると、両者の間の光路が遮られる。
【００７５】
　発光ダイオード１０１は、変調器１０３に接続されている。発光ダイオード１０１は、
変調器１０３の出力に基づいて点滅する。変調器１０３には、発振器１０４及び乱数生成
器１０５が接続されている。
【００７６】
　発振器１０４は、一定周波数のクロック信号を生成する。
【００７７】
　乱数生成器１０５は、不規則なタイミングでパルス信号を生成する。乱数生成器１０５
は、図７で後述するように、発振器１０４が生成するクロック信号と同期した（立ち上が
り及び立ち下がりが同じタイミングの）パルス信号を生成すると、変調器１０３からの出
力信号が乱れることがない。なお、乱数生成器１０５は、メダル検出センサ７４、７５内
に設けたが、外部（例えば、遊技制御装置５０に設けた乱数生成器や、遊技制御装置のＣ
ＰＵ５１）から乱数信号を供給してもよい。
【００７８】
　変調器１０３は、乱数生成器１０５が生成したパルス信号を用いて、発振器１０４が生
成したクロック信号を変調する。具体的には、乱数生成器１０５がパルスを出力するごと
に、変調器１０３発振器１０４が出力したクロック信号を反転して変調する。そして、発
光ダイオード１０１は、変調器１０３の出力がLowレベルであるときに発光する。よって
、あるタイミングで、変調器１０３の出力信号がLowレベルかHighレベルか（発光ダイオ
ード１０１が点灯しているか消灯しているか）を知ったとしても、他の任意のタイミング
での変調器の出力信号を特定することができない。すなわち、発光ダイオード１０１の点
滅タイミングを特定することが困難となる。
【００７９】
　フォトダイオード１０２は、抵抗器１１０によって逆バイアス電圧が印加されており、
受光量に応じて流れる電流が変化する。フォトダイオード１０２の出力は、増幅器１０６
に入力されている。すなわち、フォトダイオード１０２は光を検出すると逆バイアス電流
を流すので、増幅器１０６の入力電圧が低下する。
【００８０】
　増幅部１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅し、所定のレベルとの判定
によってデジタル信号に整形する。
【００８１】
　同期検出部１０７は、変調器１０３からの信号と増幅器１０６からの信号（すなわち、
発光ダイオード１０１の発光信号とフォトダイオード１０２の受光信号）とが同期してい
るかを判定し、両信号の同期がとれていればHighレベルの信号をトランジスタ１０９に対
して出力する。
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【００８２】
　メダル検出センサ７４、７５の出力端子（トランジスタ１０９のコレクタ端子）は、抵
抗器１１１によって電源（Ｖｃｃ）にプルアップされている。同期検出部１０７の出力信
号がHighレベルであれば、トランジスタ１０９はオンになる。よって、メダル検出センサ
７４、７５の出力信号（ＯＵＴ）はLowレベルとなる。
【００８３】
　つまり、フォトダイオード１０２が発光ダイオード１０１の発光パターンと同期した受
光信号を出力していれば、メダル検出センサ７４、７５からはLowレベルの信号が出力さ
れれる。一方、フォトダイオード１０２の受光信号が、発光ダイオード１０１の発光パタ
ーンと同期していなければ、メダル検出センサ７４、７５からはHighレベルの信号が出力
されれる。
【００８４】
　図７は、本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５によるメダ
ルの検出の詳細なタイミング図である。
【００８５】
　発振器１０４は、一定周波数のクロック信号を生成し、変調器１０３に供給する。乱数
生成器１０５は、不規則なタイミングでパルス信号を発生する。変調器１０３は、乱数生
成器１０５が生成したパルス信号が入力される都度、発振器１０４が生成したクロック信
号を反転する。そして必要に応じて反転されたクロック信号と、乱数生成器１０５からの
信号の論理和を計算し、その信号を出力する。
【００８６】
　発光ダイオード１０１は、変調器１０３の出力がLowレベルであるときに発光する。
【００８７】
　フォトダイオード１０２が光を検出すると、増幅器１０６の出力はLowレベルとなる。
【００８８】
　増幅器１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅し、所定のレベルとの判定
によってデジタル信号に整形する。同期検出部１０７は、変調器１０３の出力と増幅器１
０６の出力とを比較して、両者が同期していれば、Highレベルの信号を出力する。
【００８９】
　同期検出部１０７の出力信号がHighレベルであれば、トランジスタ１０９はオンになり
、メダル検出センサ７４、７５の出力信号（ＯＵＴ）はHighレベルとなる。
【００９０】
　メダルの通過中は、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間の光路が遮
られるので、メダル検出センサ７４、７５の出力はHighレベルとなる。一方、メダルが検
出されなければ、発光ダイオード１０１が発した光をフォトダイオード１０２が検出する
ので、メダル検出センサ７４、７５の出力はLowレベルとなる。
【００９１】
　このように、本発明の第１の実施の形態では、発光ダイオード１０１から発せられる光
の強度を乱数生成器１０５からのパルス信号によって変化させるので、発光素子を用いて
メダル検出センサを誤動作させる不正行為を排除することができる。すなわち、不正行為
に供される発光素子と、発光ダイオード１０１の発光態様とを一致させることが困難であ
ることから、発光素子による不正防止に有効である。
【００９２】
　さらに、機械的な方法によらないため、不正排除対策がメダルの流下を阻害することが
なく、検出速度が低下して遊技性を損なうこともない。
【００９３】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００９４】
　第２の実施の形態は、前述した第１の実施の形態と、メダル検出センサ７４、７５の構
成が異なる。なお、第２の実施の形態では、その他の構成は、前述した第１の実施の形態
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と同じなので、その説明は省略する。
【００９５】
　図８は、本発明の第２の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロック
図である。
【００９６】
　第２の実施の形態でも、メダル検出センサＡ７４及びメダル検出センサＢ７５は同一の
構成を有する。
【００９７】
　メダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオードによって構成された発光部１０１と、
発光部１０１に対向する位置に設けられ、フォトダイオードによって構成された受光部１
０２を有する。図示したように、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間
にメダルが存在すると、両者の間の光路が遮られる。
【００９８】
　第２の実施の形態の発光ダイオード１０１は、遊技機の動作中は常時点灯する。発光ダ
イオード１０１が発した光は、偏光フィルタＡ１２１及び偏光フィルタＢ１２２を透過し
て、フォトダイオード１０２に至る。偏光フィルタ１２１、１２２は、同一偏光の光を透
過する偏光特性を有する。
【００９９】
　フォトダイオード１０２は、抵抗器１１０によって逆バイアス電圧が印加されており、
受光量に応じて流れる電流が変化する。フォトダイオード１０２の出力は、増幅器１０６
に入力されている。すなわち、フォトダイオード１０２は光を検出すると逆バイアス電流
を流すので、増幅器１０６の入力電圧が低下する。
【０１００】
　増幅器１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅する。
【０１０１】
　メダル検出センサ７４、７５の出力端子（トランジスタ１０９のエミッタ端子）は、抵
抗器１２３によって接地（プルダウン）されている。増幅器１０６の出力信号がLowレベ
ルであれば、トランジスタ１０９はオフになる。よって、メダル検出センサ７４、７５の
出力信号（ＯＵＴ）はHighレベルとなる。
【０１０２】
　メダルの通過中は、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間の光路が遮
られるので、メダル検出センサ７４、７５の出力はHighレベルとなる。一方、メダルが検
出されなければ、発光ダイオード１０１が発した光をフォトダイオード１０２が検出する
ので、メダル検出センサ７４、７５の出力はLowレベルとなる。
【０１０３】
　図９は、本発明の第２の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５の動作説明
図である。
【０１０４】
　第２の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオード１０１と
フォトダイオード１０２との間に２枚の偏光フィルタＡ１２１及び偏光フィルタＢ１２２
を備えている。偏光フィルタ１２１、１２２は、同一偏光の光を透過する偏光特性を有す
る。偏光フィルタ１２１は、発光部の一部として発光ダイオード１０１側に設けられてい
る。また、偏光フィルタ１２２は、受光部の一部としてフォトダイオード１０２側に設け
られている。
【０１０５】
　発光ダイオード１０１は、様々な偏光を含む光を発しているが、偏光フィルタ１２１を
透過することによって、特定の偏光の光がフォトダイオード１０２に向けて放出される。
さらに、フォトダイオード１０２の手前には、偏光フィルタ１２１と同一の偏光面を持つ
偏光フィルタ１２２が設けられているので、フォトダイオード１０２は、偏光フィルタ１
２２が透過する光のみを検出する。
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【０１０６】
　このように、本発明の第２の実施の形態では、発光部に偏光フィルタ１２１を備え、受
光部に偏光フィルタ１２２を備え、偏光フィルタ１２１の偏光軸と偏光フィルタ１２２の
偏光軸とが略同一となるように配置したので、液晶シャッターを用いてフォトセンサを誤
動作させる不正行為を排除することができる。すなわち、不正行為に供される発光素子の
発光パターンと、発光ダイオード１０１部の発光パターンとを一致させることが困難であ
ることから、発光素子による不正防止に有効である。
【０１０７】
　また、偏光フィルタが幾重にも重なることからフォトダイオード１０２での検出に必要
な光量が得られず、不正行為が困難になる。
【０１０８】
　さらに、機械的な方法によらないため、不正排除対策によってメダルの流下を阻害する
ことがなく、検出速度が低下して遊技性を損なうこともない。
【０１０９】
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。
【０１１０】
　第３の実施の形態は、前述した第１及び第２の実施の形態と、メダル検出センサ７４、
７５の構成が異なる。なお、第３の実施の形態では、その他の構成は、前述した第１の実
施の形態と同じなので、その説明は省略する。
【０１１１】
　図１０は、本発明の第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロッ
ク図である。
【０１１２】
　第３の実施の形態でも、メダル検出センサＡ７４及びメダル検出センサＢ７５は同一の
構成を有する。
【０１１３】
　メダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオードで構成された発光部１０１と、発光部
１０１に対向する位置に設けられ、フォトダイオードで構成された受光部１０２を有する
。図示したように、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間にメダルが存
在すると、両者の間の光路が遮られる。
【０１１４】
　発光ダイオード１０１は、発振器１０４に接続されている。発振器１０４は、一定周波
数のクロック信号を生成する。発光ダイオード１０１は、発振器１０４の出力に基づいて
点滅する。すなわち、発光ダイオード１０１は、発振器１０３の出力がLowレベルのとき
に発光する。
【０１１５】
　第３の実施の形態では、発光ダイオード１０１が発した光は、偏光フィルタＡ１２１、
液晶パネルＡ１３１、液晶パネルＢ１３２及び偏光フィルタＢ１２２を透過して、フォト
ダイオード１０２に至る。偏光フィルタ１２１、１２２は、同一の偏光の光を透過する偏
光特性を有する。
【０１１６】
　フォトダイオード１０２は、抵抗器１１０によって逆バイアス電圧が印加されており、
受光量に応じて流れる電流が変化する。フォトダイオード１０２の出力は、増幅器１０６
に入力されている。すなわち、フォトダイオード１０２は光を検出すると逆バイアス電流
を流すので、増幅器１０６の入力電圧は低下する。
【０１１７】
　増幅器１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅し、所定のレベルとの判定
によってデジタル信号に整形する。
【０１１８】
　同期検出部１０７は、発振器１０４からの信号と同期検出部１０７からの信号（すなわ



(13) JP 4224003 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

ち、発光ダイオード１０１の発光信号とフォトダイオード１０２の受光信号）とが同期し
ているかを判定し、両信号の同期がとれていれば、Highレベルの信号をトランジスタ１０
９に対して出力する。
【０１１９】
　メダル検出センサ７４、７５の出力端子（トランジスタ１０９のコレクタ端子）は、抵
抗器１１１によって電源（Ｖｃｃ）にプルアップされている。同期検出部１０７の出力信
号がHighレベルであれば、トランジスタ１０９はオンになる。よって、メダル検出センサ
７４、７５の出力信号（ＯＵＴ）はLowレベルとなる。
【０１２０】
　液晶パネル１３１、１３２には、ＬＣＤドライバ１３３が接続されている。ＬＣＤドラ
イバ１３３には、乱数生成器１０５が接続されている。乱数生成器１０５は、不規則なタ
イミングでレベル信号を発生する。乱数生成器１０５は、メダル検出センサ７４、７５用
に別個に設けても、遊技制御装置５０に設けられた乱数生成器や、遊技制御装置のＣＰＵ
５１を用いてもよい。
【０１２１】
　ＬＣＤドライバ１３３は、乱数生成器１０５が生成したレベル信号を用いて、液晶パネ
ル１３１、１３２を駆動する。液晶パネル１３１、１３２は駆動中は入射光の偏光を９０
度回転して放射するので、液晶パネル１３１、１３２の駆動中と非駆動中とでは、発光部
１０１と受光部１０２との間を通過する光の偏光が異なる。
【０１２２】
　なお、液晶パネル１３１、１３２は、駆動状態と非駆動状態の２状態に限らない。例え
ば、乱数生成器１０５がパルス信号を出力するようにして、パルス信号を受信する毎に偏
光の回転角が異なる複数段階で液晶パネルを駆動してもよい。この場合、液晶パネル１３
１が回転した偏光を元の偏光に戻すように、液晶パネル１３２が駆動される。
【０１２３】
　図１１Ａ、図１１Ｂは、本発明の第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、
７５の動作説明図である。
【０１２４】
　第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオード１０１と
フォトダイオード１０２との間に２枚の偏光フィルタＡ１２１、液晶パネルＡ１３１、液
晶パネルＢ１３２及び偏光フィルタＢ１２２を備えている。偏光フィルタ１２１、１２２
は、同一偏光の光を透過する偏光特性を有する。偏光フィルタ１２１及び液晶パネル１３
１は、発光部の一部として発光ダイオード１０１側に設けられている。また、偏光フィル
タ１２２及び液晶パネル１３２は、受光部の一部としてフォトダイオード１０２側に設け
られている。
【０１２５】
　発光ダイオード１０１は、様々な偏光を含む光を発しているが、偏光フィルタ１２１を
透過することによって、特定の偏光の光がフォトダイオード１０２に向けて放出される。
フォトダイオード１０２の手前には、偏光フィルタ１２１と同一の偏光面を持つ偏光フィ
ルタ１２２が設けられているので、フォトダイオード１０２は、偏光フィルタ１２２が透
過する光のみを検出する。
【０１２６】
　さらに、液晶パネル１３１、１３２は駆動中は入射光の偏光を９０度回転して放射する
ので、液晶パネル１３１、１３２の駆動中と非駆動中とでは、発光部１０１と受光部１０
２との間を通過する光の偏光が異なる。
【０１２７】
　図１１Ａは、液晶パネル１３１、１３２が非駆動中の偏光状態を示す。偏光フィルタ１
２１を透過した光は、液晶パネル１３１によって、その偏光方向を変えられることなく、
受光部に向けて放射される。そして、受光部に到達した光は、液晶パネル１３２によって
も、その偏光方向を変えられることなく、偏光フィルタ１２２を透過する。
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【０１２８】
　図１１Ｂは、液晶パネル１３１、１３２が駆動中の偏光状態を示す。偏光フィルタ１２
１を透過した光は、液晶パネル１３１によって、その偏光方向を９０度変えられて、受光
部に向けて放射される。そして、受光部に到達した光は、液晶パネル１３２によっても、
その偏光方向を９０度変えられて、偏光フィルタ１２２を透過する。
【０１２９】
　図１２は、本発明の第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５によるメ
ダルの検出の詳細なタイミング図である。
【０１３０】
　発振器１０３は、一定周波数のクロック信号を生成し、発光ダイオード１０１を駆動す
る。発光ダイオード１０１は、発振器１０３の出力がLowレベルのときに発光する。
【０１３１】
　乱数生成器１０５が生成したレベル信号によって、液晶パネル（ＬＣＤ）Ａ１３１、Ｂ
１３２が駆動される。本実施の形態では、乱数生成器１０５は、発振器１０３が生成する
クロック信号より長周期のレベル信号を生成する。なお、発振器１０３が生成するクロッ
ク信号と同期した（立ち上がり及び立ち下がりが同じタイミングの）レベル信号を生成す
るとよい。
【０１３２】
　乱数生成器１０５の出力がHighレベルになると、液晶パネルＡ１３１、Ｂ１３２が駆動
され、透過光の偏光方向が変えられるが、発光部と受光部間は光が透過する。
【０１３３】
　フォトダイオード１０２が光を検出すると、増幅器１０６の出力はLowレベルとなる。
【０１３４】
　増幅器１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅し、所定のレベルとの判定
によってデジタル信号に整形する。同期検出部１０７は、変調器１０３の出力と増幅器１
０６の出力とを比較して、両者が同期していれば、Highレベルの信号を出力する。
【０１３５】
　よって、液晶パネルＡ１３１、Ｂ１３２が駆動されているか否かにかかわらず、メダル
の通過中は、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間の光路が遮られるの
で、メダル検出センサ７４、７５の出力はHighレベルとなる。一方、メダルが検出されな
ければ、発光ダイオード１０１が発した光をフォトダイオード１０２が検出するので、メ
ダル検出センサ７４、７５の出力はLowレベルとなる。
【０１３６】
　このように、本発明の第３の実施の形態では、発光部に偏光フィルタ１２１と、液晶パ
ネル１３１とを備え、受光部に液晶パネル１３２と、偏光フィルタ１２２とを備え、液晶
パネル１３１と液晶パネル液晶パネル１３２とを同期して駆動するので、液晶シャッター
を用いてフォトセンサを誤動作させる不正行為を排除することができる。すなわち、発光
ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間の光の偏光軸が時間によって変化する
ため、不正に使用する液晶シャッタの偏光軸と、発光ダイオード１０１とフォトダイオー
ド１０２との間の光の偏光軸とを一致させることが困難であることから、液晶シャッター
による不正防止に有効である。
【０１３７】
　さらに、機械的な方法によらないため、不正排除対策によってメダルの流下を阻害する
ことがなく、検出速度が低下して遊技性を損なうこともない。
【０１３８】
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。
【０１３９】
　第４の実施の形態は、前述した第１乃至第３の実施の形態と、メダル検出センサ７４、
７５の構成が異なる。なお、第４の実施の形態では、その他の構成は、前述した第１の実
施の形態と同じなので、その説明は省略する。
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【０１４０】
　図１３は、本発明の第４の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロッ
ク図である。
【０１４１】
　第４の実施の形態でも、メダル検出センサＡ７４及びメダル検出センサＢ７５は同一の
構成を有する。
【０１４２】
　メダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオードで構成された発光部１０１と、発光部
１０１に対向する位置に設けられ、フォトダイオードで構成された受光部１０２を有する
。図示したように、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間にメダルが存
在すると、両者の間の光路が遮られる。
【０１４３】
　第４の実施の形態の発光ダイオード１０１は、遊技機の動作中は常時点灯する。発光ダ
イオード１０１が発した光は、偏光フィルタＡ１２１、液晶パネルＡ１３１、液晶パネル
Ｂ１３２及び偏光フィルタＢ１２２を透過して、フォトダイオード１０２に至る。偏光フ
ィルタ１２１、１２２は、同一の偏光の光を透過する偏光特性を有する。
【０１４４】
　なお、偏光フィルタ１２１、１２２が異なる偏光の光を透過するものであっても、その
偏光特性に合わせて液晶表示パネル１３１、１３２を駆動すればよい。例えば、偏光フィ
ルタ１２１、１２２が透過する光の偏光が９０°異なるものである場合には、液晶表示パ
ネルＡ１３１が駆動状態で、液晶表示パネルＢ１３２が非駆動状態のときに、発光部と受
光部との間で光が透過する。また、偏光フィルタ１２１、１２２が透過する光の偏光が９
０°異なるものである場合には、液晶表示パネル１３１、１３２に印加する電圧を制御す
ることによって、液晶表示パネル１３１、１３２の偏光の回転角の合計が９０°になると
きに、発光部と受光部との間で光が透過する。
【０１４５】
　発振器１０３は、一定周波数のクロック信号を生成する。発振器１０３の出力はＬＣＤ
ドライバ１４３に供給される。
【０１４６】
　フォトダイオード１０２は、抵抗器１１０によって逆バイアス電圧が印加されており、
受光量に応じて流れる電流が変化する。フォトダイオード１０２の出力は、増幅器１０６
に入力されている。すなわち、フォトダイオード１０２は光を検出すると逆バイアス電流
を流すので、増幅器１０６の入力電圧は低下する。
【０１４７】
　増幅器１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅し、所定のレベルとの判定
によってデジタル信号に整形する。
【０１４８】
　復調器１０８は、増幅器１０６からの信号を復調する。ＬＣＤドライバ１４３は、発振
器１０３からの信号の周期によってパルス駆動される。増幅器１０６からの信号が発振周
期のパルス信号である場合、又は、Lowレベルの信号である場合に、復調器１０８はHigh
レベルのレベル信号を、トランジスタ１０９に対して出力する。
【０１４９】
　メダル検出センサ７４、７５の出力端子（トランジスタ１０９のコレクタ端子）は、抵
抗器１１１によって電源（Ｖｃｃ）にプルアップされている。同期検出部１０７の出力信
号がHighレベルであれば、トランジスタ１０９はオンになる。よって、メダル検出センサ
７４、７５の出力信号（ＯＵＴ）はLowレベルとなる。
【０１５０】
　液晶パネルＡ１３１、Ｂ１３２には、ＬＣＤドライバ１４３が接続されている。ＬＣＤ
ドライバ１４３には、発振器１０３及び乱数生成器１０５が接続されている。乱数生成器
１０５は、不規則なタイミングでパルス信号を発生する。ＬＣＤドライバ１４３は、発振
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器１０３及び乱数生成器１０５が生成したパルス信号を用いて、液晶パネルＡ１３１、Ｂ
１３２を駆動する。本実施例では、ＬＣＤドライバ１４３は、乱数生成器１０５が生成し
たパルス信号を用いて液晶パネルＡ１３１の駆動状態を切り換え、発振器１０３及び乱数
生成器１０５のパルス信号に基づいて液晶パネルＢ１３２を駆動する。
【０１５１】
　すなわち、ＬＣＤドライバ１４３は、乱数生成器１０５からのパルス信号を受信すると
、駆動状態の液晶パネルＡ１３１を非駆動状態に変え、非駆動状態の液晶パネルＡ１３１
を駆動状態に変える。
【０１５２】
　また、ＬＣＤドライバ１４３は、乱数生成器１０５からのパルス信号を受信すると、液
晶パネルＢ１３２が連続駆動状態であれば、液晶パネルＢ１３２を発振器１０３の出力に
基づいて駆動されている状態に変える。一方、液晶パネルＢ１３２が発振器１０３の出力
に基づいて駆動されている状態であれば、液晶パネル１３２Ｂを連続駆動状態に変える。
【０１５３】
　ここで、液晶パネルＢ１３２の発振器１０３の出力に基づく駆動状態とは、発振器１０
３の出力がLowレベルのときに、液晶パネルＢ１３２に駆動信号が加えられ、液晶パネル
Ｂ１３２を透過する光の偏光方向が９０度回転する状態をいう。
【０１５４】
　液晶パネルＡ１３１、Ｂ１３２は、駆動中は入射光の偏光を９０度回転して放射するの
で、液晶パネルＡ１３１、Ｂ１３２の駆動状態が同じであれば、発光部１０１と受光部１
０２との間を光が通過する。一方、液晶パネルＡ１３１、Ｂ１３２の駆動状態が異なれば
、発光部１０１と受光部１０２との間を光は透過しない。
【０１５５】
　図１４は、本発明の第４の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５によるメ
ダルの検出の詳細なタイミング図である。
【０１５６】
　本実施の形態では、発光ダイオード１０１は連続的に発光している。
【０１５７】
　乱数生成器１０５が生成したパルス信号によって、液晶（ＬＣＤ）パネルＡ１３１、Ｂ
１３２の駆動状態が変わる。本実施の形態では、乱数生成器１０５は、発振器１０３が生
成するクロック信号と同期した（立ち上がり及び立ち下がりが同じタイミングの）パルス
信号を生成するとよい。
【０１５８】
　乱数生成器１０５からのパルス信号によって、液晶パネルＡ１３１は駆動状態から非駆
動状態、又は、非駆動状態から駆動状態に変わる。また、液晶パネルＢ１３２は連続駆動
状態から発振器出力に基づく駆動状態、又は。発振器出力に基づく駆動状態から連続駆動
状態に変わる。なお、液晶パネルＡ１３１の駆動状態と、液晶パネルＢ１３２の連続駆動
状態とのタイミングは対応している。
【０１５９】
　フォトダイオード１０２が光を検出すると、増幅器１０６の出力はLowレベルとなる。
【０１６０】
　増幅器１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅し、所定のレベルとの判定
によってデジタル信号に整形する。増幅器１０６からの信号が発振周期のパルス信号であ
る場合、又は、Lowレベルの信号である場合に、復調器１０８はHighレベルの信号を出力
する。
【０１６１】
　よって、液晶パネルＡ１３１、Ｂ１３２が共に、駆動状態又は非駆動状態にあるタイミ
ングで、発光ダイオード１０１からの光がフォトダイオード１０２に到達する。そして、
メダル通過中は、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間の光路が遮られ
るので、メダル検出センサ７４、７５の出力はHighレベルとなる。一方、メダルが検出さ
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れなければ、発光ダイオード１０１が発した光をフォトダイオード１０２が検出するので
、メダル検出センサ７４、７５の出力はLowレベルとなる。
【０１６２】
　このように、本発明の第４の実施の形態では、発光部に偏光フィルタ１２１と、液晶パ
ネル１３１とを備え、受光部に液晶パネル１３２と、偏光フィルタ１２２とを備え、液晶
パネル１３１と液晶パネル液晶パネル１３２とを乱数によって駆動するので、液晶シャッ
ターを用いてフォトセンサを誤動作させる不正行為を排除することができる。すなわち、
発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間の光の偏光軸が時間によって変化
するため、不正に使用する液晶シャッタの偏光軸と、発光ダイオード１０１とフォトダイ
オード１０２との間の光の偏光軸とを一致させることが困難であることから、液晶シャッ
ターによる不正防止に有効である。
【０１６３】
　さらに、機械的な方法によらないため、不正排除対策によってメダルの流下を阻害する
ことがなく、検出速度が低下して遊技性を損なうこともない。
【０１６４】
　次に、本発明の第５の実施の形態について説明する。
【０１６５】
　第５の実施の形態は、前述した第１の実施の形態と、遊技制御装置５０及びメダル検出
センサ７４、７５の構成が異なる。なお、第５の実施の形態では、その他の構成は、前述
した第１の実施の形態と同じなので、その説明は省略する。
【０１６６】
　図１５は、本発明の第５の実施の形態の遊技機の制御系の一部を示すブロック図である
。
【０１６７】
　第５の実施の形態の遊技機は、遊技制御装置５０に乱数生成器を設け、２種類の異なる
乱数を出力する点で、前述した第１の実施の形態の遊技機（図２）とは異なる。なお、第
１の実施の形態の遊技機と同じ構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０１６８】
　遊技制御装置５０は、乱数生成器５５を有している。乱数生成器５５は、不規則なタイ
ミングでパルス信号を２種類生成する。生成された２種類の乱数信号は、ＲＮＤ１及びＲ
ＮＤ２として、遊技制御装置５０から出力される。そして、乱数信号ＲＮＤ１は発光ダイ
オード１０１の発光制御に用いられ、乱数信号ＲＮＤ２は液晶パネルの駆動制御に用いら
れる（図１６参照）。
【０１６９】
　なお、乱数生成器５５を設けることなく、ＣＰＵ５１において動作するプログラムによ
って乱数を生成してもよい。
【０１７０】
　図１６は、本発明の第５の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロッ
ク図である。
【０１７１】
　第５の実施の形態でも、メダル検出センサＡ７４及びメダル検出センサＢ７５は同一の
構成を有する。
【０１７２】
　メダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオードで構成された発光部１０１と、発光部
１０１に対向する位置に設けられ、フォトダイオードで構成された受光部１０２を有する
。図示したように、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間にメダルが存
在すると、両者の間の光路が遮られる。
【０１７３】
　発光ダイオード１０１は、変調器１０３に接続されている。発光ダイオード１０１は、
変調器１０３の出力に基づいて点滅する。変調器１０３には、発振器１０３が接続されて
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いる。
【０１７４】
　発振器１０３は、一定周波数のクロック信号を生成する。
【０１７５】
　また、変調器１０３には、遊技制御装置５０からの乱数信号ＲＮＤ１が入力されている
。変調器１０３は、乱数信号ＲＮＤ１を用いて、発振器１０３が生成したクロック信号を
変調する。発光ダイオード１０１は、変調器１０３の出力がLowレベルであるときに発光
する。
【０１７６】
　第５の実施の形態では、発光ダイオード１０１が発した光は、偏光フィルタＡ１２１及
び液晶パネルＡ１３１を透過して、フォトダイオード１０２に至る。
【０１７７】
　フォトダイオード１０２は、抵抗器１１０によって逆バイアス電圧が印加されており、
受光量に応じて流れる電流が変化する。フォトダイオード１０２の出力は、増幅器１０６
に入力されている。すなわち、フォトダイオード１０２は光を検出すると逆バイアス電流
を流すので、増幅器１０６の入力電圧は低下する。
【０１７８】
　増幅器１０６は、フォトダイオード１０２からの信号を増幅し、所定のレベルとの判定
によってデジタル信号に整形する。
【０１７９】
　同期検出部１０７は、変調器１０３からの信号と増幅器１０６からの信号（すなわち、
発光ダイオード１０１の発光信号とフォトダイオード１０２の受光信号）とが同期してい
るかを判定し、両信号の同期がとれていれば、Highレベルの信号をトランジスタ１０９に
対して出力する。
【０１８０】
　メダル検出センサ７４、７５の出力端子（トランジスタ１０９のコレクタ端子）は、抵
抗器１１１によって電源（Ｖｃｃ）にプルアップされている。同期検出部１０７の出力信
号がHighレベルであれば、トランジスタ１０９はオンになる。よって、メダル検出センサ
７４、７５の出力信号（ＯＵＴ）はLowレベルとなる。
【０１８１】
　液晶パネル１３１には、ＬＣＤドライバ１５３が接続されている。ＬＣＤドライバ１５
３には、乱数信号２が入力されている。
【０１８２】
　ＬＣＤドライバ１５３は、乱数信号２（ランダムに変化するレベル信号）がHighレベル
のときに液晶パネル１３１を駆動し、Lowレベルのときに非駆動とする。液晶パネル１３
１は駆動中は入射光の偏光を９０度回転して放射するので、液晶パネル１３１の駆動中と
非駆動中とでは、発光部１０１と受光部１０２との間を通過する光の偏光が異なる。
【０１８３】
　図１７Ａ、図１７Ｂは、本発明の第５の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、
７５の動作説明図である。
【０１８４】
　第５の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５は、発光ダイオード１０１と
フォトダイオード１０２との間に偏光フィルタＡ１２１及び液晶パネルＡ１３１を備えて
いる。偏光フィルタ１２１及び液晶パネル１３１は、発光部の一部として発光ダイオード
１０１側に設けられている。
【０１８５】
　発光ダイオード１０１は、様々な偏光を含む光を発しているが、偏光フィルタ１２１を
透過することによって、特定の偏光の光がフォトダイオード１０２に向けて放出される。
【０１８６】
　液晶パネル１３１が駆動中は入射光の偏光を９０度回転して放射するので、液晶パネル
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１３１の駆動中と非駆動中とでは、発光部１０１と受光部１０２との間を通過する光の偏
光が異なる。図１７Ａは、液晶パネル１３１が非駆動中の偏光状態を示す。図１７Ｂは、
液晶パネル１３１が駆動中の偏光状態を示す。
【０１８７】
　このように、本発明の第５の実施の形態では、発光ダイオード１０１から発せられる光
の強度を乱数的タイミングで変化させ、さらに、発光ダイオード１０１とフォトダイオー
ド１０２との間の光路に、偏光フィルタ１２１と液晶パネル１３１とを備えるので、液晶
シャッターを用いてフォトセンサを誤動作させる不正行為を排除することができる。さら
に、発光素子を用いてフォトセンサを誤動作させる不正行為も排除することができる。
【０１８８】
　すなわち、発光ダイオード１０１とフォトダイオード１０２との間の光の偏光軸が変化
するため、不正に使用する液晶シャッタが備える偏光フィルタと、発光ダイオード１０１
とフォトダイオード１０２との間を通過する光の偏光軸とを一致させることが極めて困難
であることから、液晶シャッターによる不正防止に有効である。また、不正行為に供され
る発光素子の発光パターンと、発光ダイオード１０１の発光パターンとを一致させること
が困難であることから、発光素子による不正防止にも有効である。
【０１８９】
　さらに、機械的な方法によらないため、不正排除対策によってメダルの流下を阻害する
ことがなく、検出速度が低下して遊技性を損なうこともない。
【０１９０】
　今回開示した実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではない。本発明の
範囲は前述した発明の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と
均等の意味及び内容の範囲での全ての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０１９１】
　以上、本発明をスロットマシンに適用した実施例について説明したが、本発明はメダル
を用いる遊技機（いわゆる、アーケードゲーム機）に適用することができる。また、メダ
ル以外にも、通過によってその投入を検出する有価媒体を用いる遊技機にも適用すること
ができる。さらに、このような通過によってその投入を検出する自動販売機にも、本発明
を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】本発明の第１の実施の形態の遊技機（パチスロ機）の正面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の遊技機の制御系の一部を示すブロック図である　　
。
【図３】本発明の第１の実施の形態の遊技機の前面パネルの裏面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダルセレクタの正面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダルの検出のタイミング図である。
【０１９３】
　　
【図６】本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロッ　　
ク図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５によるメ　　
ダルの検出の詳細なタイミング図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロッ　　
ク図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５の動作説　　
明図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロ　　
ック図である。
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【図１１Ａ】本発明の第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５の動　　
作説明図であり、液晶パネル１３１、１３２が非駆動中の動作を示す。
【図１１Ｂ】本発明の第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５の動　　
作説明図であり、液晶パネル１３１、１３２が駆動中の動作を示す。
【図１２】本発明の第３の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５による　　
メダルの検出の詳細なタイミング図である。
【図１３】本発明の第４の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロ　　
ック図である。
【図１４】本発明の第４の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５による　　
メダルの検出の詳細なタイミング図である。
【図１５】本発明の第５の実施の形態の遊技機の制御系の一部を示すブロック図であ　　
る。
【図１６】本発明の第５の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５のブロ　　
ック図である。
【図１７Ａ】本発明の第５の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５の動　　
作説明図であり、液晶パネル１３１が非駆動中の動作を示す。
【図１７Ｂ】本発明の第５の実施の形態の遊技機のメダル検出センサ７４、７５の動　　
作説明図であり、液晶パネル１３１が駆動中の動作を示す。
【符号の説明】
【０１９４】
　　１　　遊技機（パチスロ機）
　１５　　メダル投入口
　５０　　遊技制御装置（メイン制御装置）
　６０　　演出制御装置（サブ制御装置）
　７０　　メダルセレクタ
　７４　　メダル検出センサＡ
　７５　　メダル検出センサＢ
１０１　　発光ダイオード
１０２　　フォトダイオード
１２１、１２２　偏光板
１３１、１３２　液晶パネル（ＬＣＤ）
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【図９】 【図１０】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７Ａ】
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